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 はじめに 

本マニュアルでは、ＮＩＣＥ電子申請を初めて使おうとする方を対象に、ＮＩＣＥ電子申請の機能全体をご説

明します。 

 

 改訂履歴 

発行日 概要 

2019/09/01 初版 

2023/04/11 本システムバージョンアップ等に伴う一部改訂 

2024/05/01 本システムバージョンアップ等に伴う全面改訂 

2024/07/01 省エネ適判追加に伴う改訂 

2024/08/01 申請書ＰＤＦ作成の機能改善に対応／事前補正申請の説明を改訂／「ファイル一覧に添付するファイル

のルール」を追記 

2024/11/05 第２章利用者登録－１．ご利用のお申込みにご注意を追記 

2025/03/15 省エネ適判の複数棟対応及びＢＥＬＳ追加に伴う一部改訂 

2025/04/01 電子交付対応に伴う一部改訂 
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第1章 システム概要 

 

本システムの全体イメージをつかみます。 

1. 本システムの特長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 動作環境 

ブラウザ Google Chrome/Microsoft Edge/Fire Fox/Safari 

画面サイズ 1500×835以上 

その他 PDF閲覧ソフト（Adobe Readerなど） 

Microsoft Excel（建築工事届等の作成用） 

  

 

便利で手軽 

24時間いつでもインターネット環境のみで

申請できます。 

特別なソフトや電子証明書も不要です。 

 

様式入手が不要 

確認申請書の最新様式

はシステムにお任せで

す。常に最新の様式で

作成されます。 

必要に応じ、古い様式

での作成も可能です。 

 

簡単な操作 

電子ファイルをアッ

プロードする要領で

申請できます。 

補正手続も同じ要領

です。確認済証交付

は従前どおり書面、

副本は電子ファイル

となります。 

 

印刷・折込が不要 

ペーパーレスで申請するため、面倒な正副

印刷や折り込み手間から解放されます。 

 

社内で情報共有 

当機関に提出した申請を社内で一元管理で

き、審査の進捗状況も共有できます。 

 

協力会社とも共有 

申請図書を協

力会社とも共

有できます。

協力会社が直

接補正するこ

ともできま

す。 
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3. 本システムご利用の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
・「申請」には、事前相談（いわゆる仮受付）と本申請があります。 

・利用申込後、アップロードした申請用ファイルを本申請するか、事前相談に留めるかは、「申請」の操

作で選択することができます。 

利用申込

申請用ファイル

作成

申請

補正

済証交付

協力会社

による補正

本システム初回利用時のみ、利用申込が必要です。 

利用申込後、当機関より利用者ＩＤを発行します。 

同一事務所内の利用者追加はご自身で行えます。 

第２章 

参照 

申請用図面をＰＤＦ形式で作成します。 

申請様式は、確認・フラット３５・住宅性能評価・省エネ適判につい

ては本システムで作成し、それ以外は別途ＰＤＦで作成します。 

 

第３章 

第４章 

参照 

本システムに申請用ファイルをアップロードし、申請ボタンを押す

だけで申請が完了します。 

申請後、本システムのご利用を促すお知らせは電子メールで届き

ます。 

第３章 

第４章 

参照 

当機関からの補正依頼に基づき、補正した申請用ファイルを送信

します。申請済みの最新図面は、本システムで随時表示可能です。 

補正の履歴も呼び出すことができます。 

 

第５章 

参照 

社内の利用者同士のデータ共有はもちろん、構造・設備等の協力

会社と本システム上でデータ共有し、必要に応じて協力会社が直

接補正することもできます。 

 

第６章 

参照 

済証・副本とも本システムからダウンロードすることにより取得し

ます。済証については、お客様のご要望に応じ、郵送又は窓口手

渡しも可能です。 

第７章 

参照 
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第2章 利用者登録 

 

本システムを利用するためのＩＤとパスワードを設定します。 

1. ご利用のお申込み 

① 当機関のホームページから［NICE WEB申請］をクリックします。 

 

② ［新規登録］をクリックします。 
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新規登録は原則として会社単位です。既に社内に本システムのユーザーがいらっしゃる場合、

本章によらず、社員管理権限をお持ちのユーザーにＩＤの発行を依頼してください。 

会社として新規登録を重複して行うと、情報共有が困難となります。 
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③［ご利用のお申込み］画面に必要事項

を入力し、［登録内容の確認］をクリッ

クします。 

 

 

 

 

④［お申込み内容の確認］画面で［登録］

をクリックします。 

 

 

 

 

 

 

⑤右の画面が表示されれば利用申込は

完了です。ブラウザの×ボタンで画面

を閉じます。 

 

ユーザー登録申請を受け付けた旨のお知らせメールが数分内に届きます。引き

続き、お知らせメールにてログインＩＤが届くのをお待ちください。 

 

 
 

・メールアドレスは本システムからのログ

インＩＤの通知先となります。入力間違い

のないことをよく確認してください。 

・［ご利用のお申込み］画面の入力事項は

すべて、利用者登録の完了後に修正で

きます。 
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2. ログインＩＤの取得 

利用者登録が完了した旨

のお知らせメールが届きます。

お知らせメールに記載された

ログインＩＤを控えておいて

ください。 

 

 

 

 

 

  

こんなときは・・・ 

・ユーザー登録申請を受け付けた旨のお知らせが届かない。。。 

メールアドレスの入力に誤りがあった可能性があります。この場合、ログイン ID を取得す

る手段がありませんので、お手数ですが当機関までお問い合わせください。 

 
このお知らせは、当機関での承認処理が完了後に届きます。承認処理には数日かかる場合があり

ますので、お急ぎの際は当機関までお問い合わせください。 
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3. パスワードをお忘れの場合 

ユーザー登録時にご指定いただいたパスワードをお忘れの場合は、パスワードの再設定

をお願いします（当機関にお問い合わせいただいてもお調べできません）。 

①ログイン画面から［パスワー

ドをお忘れの方はこちら］をク

リックします。 

 

 

 

 

 

②必要事項を入力して［送信］を

クリックします。 

 

 

 

 

 

 

③ ログインパスワード再設定手続きのお知らせメールが届きます。お知らせメー

ルに記載されたＵＲＬをクリックします。 

 
 

④［パスワードの変更］画面が

開きます。必要事項を入力し、

［変更］をクリックします。 

 

 

 

 

以上でパスワードの再設定は完了です。 

 
ＵＲＬの有効時間は３０分です。 
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第3章 物件情報の追加 

 

入力データの保存場所を設定し、本システムの起動と終了操作を確認します。 

1. 本システムの起動と物件追加 

①本システムにログインします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

②メインメニューか

ら、［物件一覧］を選

択します。 

 

 

 

 

③［物件一覧］画面が表示されます。［物件追加］をクリックし、［基準法］を選択します。 

（※実際の表示と異なる場合があります） 

 

 

 
 
・［物件追加］は白紙の状態から入力する際に利用します。 
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④［物件情報追加］画面が表

示されます。オレンジ色の

帯がついた項目は入力必

須です。 

 

 

 

 

 

⑤［物件名］を入力し、［基準

法］の欄から☑建築物、☑

確認を選択して［作成］を

クリックします。 

 

 

 

 

 

 

⑥入力デー

タの保存

場所が設

定 さ れ 、

建築物－

確認の入

力画面が

表示され

ます。 

 

 

［物件情報］に入力した物件名、建築場所、備考は

［物件一覧］画面の表示項目となり、今後の物件検

索の手がかりとなります。入力データの保存場所は

右図のような構成となっており、［基準法］の選択肢

に応じて保存場所が設定されます。 
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2. 入力画面の各部の名称と主な働き 

 

※説明のため図を簡略化しています。 

 

 

  

 
 

・最初は画面にロックがかかっています。［編集開始］でロックを解除できます。 

・［チェック］又は［履歴］ボタンを１回又は２回押すとチャットエリアが非表示となり、入力画面を広

く使うことができます。 

・効率化の観点から初期表示を第二面としています。第一面から入力しても問題ありません。 

入力エリア 

申請様式各項目の入力 

グローバルメニュー 

メインメニューへの移動とログアウト 

ナビゲーションメニュー 

申請様式の各面への移動 

サイドバーメニュー 

入出力処理 

チャットエリア 

入力チェック結果と 

当機関との連絡履歴

を表示 
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3. 入力・保存 

①［編集開始］をクリックし、入力画面のロックを解除します。 

 

②入力途中で保存する場合は、［保存］をクリックします。 

 

 

③入力を終える場合は、［保存して戻る］をクリックします。 

 

 
 

・保存した場合、入力画面にロックが掛かりますので、入力を続行するには再度［編集開始］を

クリックします。 
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④入力データが保存され、物件一覧画面に戻ります。 

上段に作成した物件一覧が表示され、下段は選択された物件に関する申請書が表示さ

れています。 

 

4. 本システムの終了 

①ログアウトをクリックし、システムを終了します。 

 

②ログイン画面に戻ります。 

ログアウト後は、ブラウザの×ボタンを使って画面を閉じます。 

 

 
ログイン中はブラウザの×ボタンを使ってシステムを終了しないでください。 

編集中の入力データが保存されないためです。 

なお、×ボタンを使ってシステムを終了すると、入力再開の際に以下のメッセージが表示さ

れることがあります。この場合は［はい］をクリックしてください。 

 



17 

5. 入力再開 

①入力を再開する場合は再度ログインし、メインメニューから、［物件一覧］を選択します。 

 

②目的の物件をクリックします。 

 

③下段に表示された一覧から、［申請種別］欄のリンク（ここでは「確認」）をクリックします。 

 

④入力画面が表示されます。［編集開始］をクリックし、ロックを解除します。 

 

以上で入力再開操作は終了です。 
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第4章 確認申請 

 

建築確認申請に必要なデータを物件情報に登録し、申請します。 

1. 申請書データの作成 

本システムでは、建築確認申請の提出書類のうち、確認申請、計画変更、中間検査、完了検査の各申請書

（いわゆるカガミ）のみ、作成機能を実装しています。それ以外の提出書類は、あらかじめＰＤＦ形式で作

成しておいてください。 

①本システムを起動し、物件一覧から該当物件を選択して、申請種別の「確認」をクリックし

ます。 

 

②第一面～第六面を入力します。 

 

入力方法の詳細は、「K03申請機能・基準法編別冊_確認申請書入力編」をご参照ください。 
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③［保存］をクリックします。 

 

④［申請書 PDF作成］をクリックします（クリック後、処理にしばらく時間がかかります）。 

入力データをもとに、確認申請書及び建築計画概要書が生成されます。 

 

⑤画面が［ファイル一覧］に切り替わります。 

 

確認申請書.pdf と確認概要書.pdf が表示されます。［ダウンロード］により、ｐｄｆファイ

ルの内容を参照することができます。 

 

 
・建築計画概要書の第三面（付近見取図・配置図）は自動生成されませんので、あらかじめＰＤ

Ｆファイルでご用意いただき、次項の操作で登録してください。 
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2. あらかじめ用意した文書の登録 

①［編集開始］をクリックし、提出すべき書類、図面のファイルを、ドラッグアンドドロップ又

は［追加］ボタンによりファイル一覧に追加していきます。 

 

表右側の ボタンにて、表内にチェックを入れた行の並び順を変更できます。 

②建築計画概要書の第三面もここで追加します。 

 

 

 
 
・ファイル名は、「概要書第三面.pdf」などわかりやすいものとしてください。 
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③［保存］をクリックします。 

 

 

3. ＥＸＣＥＬ作成機能による文書の登録 

建築計画概要書（大阪府・大阪市指定様式）、建築工事届については、本システムにより、第一面～第六面

に入力した内容をもとにＥＸＣＥＬ形式で作成することができます。 

①［EXCEL作成］をクリックします。 

 

②［出力形式］から該当するものを選択し、 

 

［出力］をクリックします。 

 

（※実際の表示と異なる場合があります） 

 
・補正後の審査時間短縮のため、なるべく１ファイル１ページとしてください。 

・同じ文書名のファイルは追加できません。 
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③デスクトップ等を出力先に指定し、［保存］をクリックします。 

 

④生成したエクセルファイル（ここ

では建築工事届 .xlsx）を起動

し、不足する箇所を入力します。 

 

 

 

 

 

⑤入力したエクセルファイルからＰ

ＤＦファイルを作成します。 

（下図はエクセルの Acrobat メ

ニューを利用した例です） 

 

 

 

 

 

 

⑥作成したＰＤＦファイルをファイル一覧に追加し、［保存］をクリックします。 
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以上で建築確認申請に必要なデータの物件情報への登録が完了です。 

 

 

4. 申請実行 

登録したデータを送信します。送信においては、本申請か事前相談かを選択することができます。 

①［申請］をクリックします（実際にはまだ当機関に送信されません）。 

 

 

提出するファイル形式 

ファイル一覧に追加されたファイルには、ＰＤＦ形式の場合に限り、審査後に審査済みスタ

ンプが付与されるようになっています。付与されたファイルは、そのまま副本として交付さ

れますので、審査済みスタンプをご希望の場合はＰＤＦ形式で追加してください。 

 

こんなときは・・・ 

ＰＤＦ形式なのに審査済みスタンプが付与されない… 

・多くの場合、ＰＤＦファイルに保護がかかっていることが原因です。 

・保護のかかったＰＤＦは追記ができないため、審査済みスタンプを付与することが

できません。審査済みスタンプが必要な場合は、お手数ですが保護を解除して申請

してください。 
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②事前相談画面に必要事項を入力します。 

 

 

項目名 説明 

署名方法 「署名方法」とは本申請の方法を意味します。以下のとおり表現します。 

・直接本申請の場合・・・・・・・・・・☑電子申請（☑事前相談なし） 

・事前相談後に電子申請予定の場合・・・☑電子申請（□事前相談なし） 

・事前相談後に書面申請予定の場合・・・☑紙申請 

受取方法 確認済証の受取方法を選択します。電子交付を選択した場合、確認済証は

本システムからダウンロードすることにより受け取ります。 

 

物件情報に登録したデータの実体は当機関のサーバに保存されていますが、

本システムで申請を実行しない限り、当機関から参照することはありません。 

なお、お客様の端末と当機関のサーバの間の通信は暗号化しており、登録し

たデータが外部に漏洩する心配はありません。 
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③ここでは、事前相談後に電子申請予定と

して操作を進めます。［申請書類選択］の

□文書名にチェックを入れ、すべての文書

にチェックが入っていることを確認しま

す。 

 

④［申請］をクリックします。 

 

 

 

なぜ「申請方法」でなく「署名方法」？ 

紙申請と電子申請の選択肢が、「申請方法」ではなく「署名方法」という項目名になっているのは

なぜでしょうか。これは、かつて必要とされた申請書への押印が関係しています。 

令和２年以前の制度では、紙申請では押印が、電子申請では押印の代わりに電子署名がそれぞれ

必要でした。このうち電子署名については、あらかじめ電子証明書を取得しておかなければなら

ず、その所要期間や取得コストが電子申請の壁となっていました。 

つまり、申請方法の選択においては、紙にするか電子にするかよりもむしろ、電子証明書を取得

するかどうかが大きなウェイトを占めていたのです。このような事情から、申請方法を選択する項

目名が「署名方法」となり、そのまま現在に至っています。 

 

 

ファイル一覧に登録した文書は、［文書名］

にチェックを入れなくても申請後は当機関

から参照可能となります。 

しかし、申請時にチェックが入っていない文

書については当機関の審査対象とはなりま

せん。補正手続きの中であら 

ためてチェックを入れて申請 

いただく必要があります。 
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⑤ファイル一覧画面に戻り、チャットエリアに手続内容が反映します。 

 

 

⑥［戻る］をクリックし、物件一覧に戻ります。以上で申請が完了です。 

 

 
・ボタンの名称は「申請」ですが、［署名方法］で本申請を設定しない場合は事前相談の扱

いです。 

・［申請］のクリックにより、（確認画面は表示されずに）直ちに当機関に送信されます。 

・誤って送信してしまった場合は、当機関が受信する前であれば取り消し可能です。 

 

チャットエリアに反映する氏名は、申請書に記載されたものではなく、ログイン

ユーザーの氏名です。 

 

電子申請での「正本」と「副本」は？ 

書面申請では、申請様式と図面について正副１通ずつ提出されますが、建築計画概要書、委

任状などは正本にのみ含まれ、正本と副本では書類の量に多少の違いがあります。また、令

和２年以前は、設計者の朱肉押印が正本にのみ存在するなど、見た目にも違いがありました。 

一方電子申請では、従前より、正副の区別なく１ファイルのみの提出とされています。 

本来、確認審査の対象とした情報について、申請者と審査者に同一のものを残すことが目的

であり、そのために書面申請ではやむなく正副という方法が取られてきたと考えられます。 

電子申請では書面申請と違い、情報の複写を正確かつ一瞬で実施できることから、わざわざ

提出時に副本を用意する必要がなくなり、申請時には副本の概念もありません。 

しかし他方、電子申請された電子ファイルと、確認済証交付時に申請者に返却する電子ファイ

ルには、補正手続などで多少の相違が出るため、電子申請の現場では、前者が「正本」、後者

が「副本」と呼ばれています。 

 



27 

第5章 補正手続 

 

当機関からの補正依頼連絡に基づき、申請書の補正を行います。 

1. 補正依頼連絡 

当機関で審査・確認後、補正を依頼する旨のお知らせメールが届きます。 

①本システムを起動し、対象物件を表示します。 

 

 

②ファイル一覧を表示し、判定欄から補正すべき文書を、チャットエリアから補正すべき内

容を把握します。 

 

2. 本システムで作成した文書の補正 

以下は、建築面積の補正の例です。補正は、本システムで作成した文書（いわゆるカガミ）と、本システ

ム外で作成した文書とで、それぞれ操作が異なります。 

 

 
 
申請状況欄の赤文字は、お客様の操作が求められていることを示します。 



28 

①申請書の補正については、本システムで作成した文書のため、入力内容の修正も本シス

テムで行います。ここでは、［第三面］の建築面積欄を補正して保存します。 

 

 

②［申請書ＰＤＦ作成］をクリックします。これにより、ファイル一覧に登録された申請書と概

要書に補正内容が反映します。 

 

③ファイル一覧で、［申請］欄と［判定］欄が空欄に切り替わったことを確認してください。 

 

以上で本システムで作成した文書の補正が完了です。 

 

  

こんなときは・・・ 

入力ができない… 

［編集開始］をクリックして、ロックを解除してください。申請書の初期表示や保存後

はロックが掛かっています。 
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3. 本システム外で作成した文書の補正 

①あらかじめ、補正した文書（ここでは内外仕上表・面積表）を用意しておきます。 

②ファイル一覧で、補正した文書を追加します。 

 

③追加後の文書は最下段に表示されます。必要に応じて ボタンで表示順を調整します。 

 

④要補正とされている文書にチェック☑を入れ、［削除］をクリックして削除します。 
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⑤サイドバーメニューから［保存］をクリックします。 

以上で本システム外で作成した文書の補正が完了です。 

 

4. チャットエリアの参照 

補正手続の経過はチャットエリアに記録として残り、お客様と当機関で情報共有されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ファイル一覧の［削除］は、ファイル一覧に表示されないようにする処置です。 

仮に補正を繰り返したとしても、ファイルの実体はすべて本システムに残ってお

り、チャットエリアの各時点のリンクからいつでも呼び出すことができます。 

 
 
・各文書のファイル名の付け方は任意です。このため、例えば当初申請で「仕上表・面積

表.pdf」とした文書を、補正後に「建築概要（補正）.pdf」などとすると、補正前後のつながり

が大変わかりにくくなります。 

・ファイル一覧の表示状態は当機関も共有しますので、補正前後のつながりがわかるようなフ

ァイル名としていただきますようお願いします。 

 

当機関からメッセージが追加された場合、お客様に

はその旨のお知らせメールが届きます。 

リンクをクリックすると、その時点で申請又は申請依頼

された文書を呼び出すことができます。 
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①「事前補正を依頼」などのリンク箇所をクリックします。 

 

 

 

 

 

②申請履歴詳細画面が表示さ

れます。 

申請書類には、その当時の

判定状況が表示されていま

す。 

 

コメント及び添付ファイル

は、お知らせメールの内容と

同一です。 

 

 

 

 

 

 

③事前相談→事前補正依頼→事前補正 における申請履歴詳細の例です。 

文書名に「NEW」と表示されたものは、初回又は差替後の提出文書であることを示しま

す。 

     

※説明のため図を簡略化しています。 
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5. チャットエリアからのメッセージ送受信 

補正依頼に対する質疑や、申請書に含めない文書をチャットエリアから送信したり、質疑への回答を

受信したりすることができます。 

①チャットエリア下段にメッセージを入力し、［送信］をクリックします。 

 

②チャットエリアにメッセージが反映します。 

 

チャットエリアの内容は当機関と共有されています。 

③ファイルを添付する場合、ファイルをドラッグアンドドロップ又は［添付］ボタンによりチ

ャットエリア下段に追加し、［送信］をクリックします。メッセージを合わせて送信すること

も可能です。 
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④チャットエリアにメッセージと添付ファイルが反映します。 

 

 

⑤当機関から回答があった場合、 その旨のお知らせメールが届きます。 

⑥チャットエリア下段に、当機関からの回答メッセージが反映されています。 

 

 

  

 
 
・チャットエリアは自由な連絡内容を記録するための機能なので、申請書入力とは異なり、

［編集開始］をクリックせずに随時利用できます。 

・送信実行後の取り消しはできませんので、誤送信した場合はその旨をメッセージとして送

信してください。 

 
 
・チャットエリアに反映される内容はお知らせメールと同内容です。 

・チャットエリアを表示している状態のまま、追加された新規メッセージを新たに反映するに

は、 ボタンをクリックします。 
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6. 補正申請 

文書の補正が終わったら、補正後の申請書一式を再送信します。 

①［申請］をクリックします。 

 

 

②［事前補正］画面が表示されます。 

 

 

こんなときは・・・ 

［申請］が押せない… 

差し替えた文書が保存されていないと思われます。［保存］をクリックすることで、［申

請］ボタンを押せるようになります。 

［申請］を押すとエラーメッセージが出る… 

 

 

［申請書 PDF作成］を実施することで［申請］ボタンを押せるようになります。 

確認申請書第一面～第六面の入力内容を変更して保存した場合、保存された内容と、フ

ァイル一覧に登録された申請書.pdfの内容が整合していない状態となります。これを解

消するため、本システムでは、申請前に［申請書 PDF作成］を実行することを求めてい

ます。 
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③［申請書類選択］の□文書名にチェ

ックを入れ、すべての文書にチェッ

クが入っていることを確認します。 

 

④［申請］をクリックします。 

 

 

 

⑤チャットエリアに手続内容が反映します。 

 

⑥［戻る］をクリックし、物件一覧に戻ります。 

以上で補正申請が完了です。 

 

事前補正（本申請前の補正依頼）に

おいては、審査済の文書も再度送

信する必要があります。 

その理由は、補正した文書のみを

やり取りすると最終図一式がわか

りにくくなるほか、このあと実行す

る本申請の際、本システムでは最

終の補正で送信した文書が 

本申請の文書として 

扱われるためです。 

ためです。 

 
・ボタンの名称は「申請」ですが、［署名方法］で本申請を設定しない場合は事前補正の扱いです。 

・［申請］のクリックにより、（確認画面は表示されずに）直ちに当機関に送信されます。 

・誤って送信してしまった場合は、当機関が受信する前であれば取り消し可能です。 
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第6章 他のユーザーとの連携 

 

入力データを他のユーザーと共有し、他のユーザーが文書の追加や補正を行います。 

1. 共有変更 

①ナビゲーションメニューから［共有］をクリックします。 

 

②［共有］画面が表示され、この物件の共有状況が表示されます。 

 

③［共有変更］をクリックします。 
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［共有変更］画面にパートナーが表示されます。パートナーとは、この物件を共有できるユ

ーザーの候補者です。 

 
 

 
 

④共有設定を変更したいパートナーの選択欄に☑チェックを入れ、必要に応じて［編集］［メ

ール］［公開ＤＬ］のチェックを変更し、［決定］をクリックします。 

 

 

⑤共有画面に反映します。 

 

以上で共有変更は完了です。 

 
 
・自分自身以外のパートナーを表示するには、あらかじめ社員情報の追加や取引先とのパート

ナー登録が必要です。詳細は、K02NICE 電子申請操作マニュアル 管理機能編をご参照く

ださい。 

 

・［編集］は、［編集開始］と［申請］ボタンの実行権限に関する設定です。 

・［メール］は、自動配信メールの送信先に関する設定です。 

・［公開ＤＬ］は、電子交付された確認済証のダウンロードに関する設定です。 
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2. 他のユーザーによる補正 

ここでは、協力会社のユーザーを含め、他のユーザーが直接補正を行った場合の本システムの動きを、元

のユーザーの立場から見ていきます。 

①ファイル一覧を開き、他のユーザーによる補正内容を確認します。 

 

上図で［申請］欄が空欄となっている「S01_壁量計算書.pdf」が、他のユーザーが追加した文書です。 

 

②他のユーザーによる補正の記録をクリックし、申請履歴詳細を確認します。 

 

 

追加した文書のアイコンには、「NEW」と

表示されています。 

 

このように、申請書を共有した他のユー

ザーは、元のユーザーと同じように補正

手続を行うことができ、その履歴も互い

に共有されます。 

 

補正依頼 他のユーザー 

による補正の記録 
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第7章 確認済証と副本の受け取り 

 

当機関からの本申請依頼に基づき本申請を行います。さらに審査終了のご案内によって確

認済証を受け取り、副本ファイルをダウンロードします。 

1. 本申請 

①当機関の事前チェックが終了次第、 

本申請をお願いする旨のお知らせメールが届きます。 

②物件一覧を開き、該当物件をクリックします。申請状況に「正本依頼中」と表示されてい

るのを確認し、［申請種別］の「確認」をクリックします。 

 

③ファイル一覧を表示し、判定欄がすべて「審査済」となっているのを確認して［本申請］を

クリックします。 
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④［業務約款に同意する］にチェックを入れ、［申請］をクリックします。 

 

 

  

⑤ファイル一覧画面に戻ります。 

 

以上で本申請が完了です。  

 
・［申請］のクリックにより、（確認画面は表示されずに）直ちに当機関に送信されます。 

・誤って送信してしまった場合は、当機関が受信する前であれば取り消し可能です。 

こんなときは・・・ 

ファイル一覧の文書の一部しか本申請できない。。。 

本申請前に事前補正を行った場合、本システムで

は、最終の補正で送信した文書が本申請の対象文書

として扱われます。 

例えば最終の補正で１ファイルしか送信しなかっ

た場合、本申請画面は右図のようになります。 

この場合は、当機関の操作により一旦事前補正段階

に戻す必要がありますので、チャットエリアよりそ

の旨を当機関にお知らせください。 



41 

2. 確認済証交付連絡 

①当機関の本審査が終了し、確認済証が交付され次第、 

確認済証が交付された旨のお知らせメールが届きます。 

②物件一覧を表示し、［申請状況］に「審査終了」と表示されているのを確認します。 

 

3. 確認済証の受け取り 

①物件一覧の［合格証受取方法］の表示内容に従ってお渡しします。 

 

合格証受取方法は、電子交付、手渡し又は郵送のいずれかです。以下、電子交付の手

順について説明します。 

②電子交付を受けようとする物件のチャットエリアを表示します。 

確認済証が表示されます。 

 

確認済証のアイコンをクリックし、確認済証のＰＤＦファイルをダウンロードします。 
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副本については、手渡し又は郵送の場合も含め、次項に従って取得してください。 

 

4. 副本の受け取り 

①ファイル一覧画面を表示し、申請状況に「審査終了」と表示されているのを確認して、表

最上段にチェックを入れます。 

 

②すべての文書にチェックが入ったことを確認し、［一括ダウンロード］をクリックします。 

 
③ ダウンロードフォルダに、「一括ダウンロード.zip」が生成します。 

zip ファイルには審査済の文書一式が格納されており、このファイルが副

本そのものです。審査済の文書（PDF形式のファイル）にはWS番号が付

与されています。 

 

 

 

 

 
 
確認済証のダウンロードは、公開期限内であれば何度でも行うことができます。 

 
合格証受取方法が手渡し又は郵送の場合、確認済証のアイコンは表示されません。 

 
 
公開期限があるのは確認済証のみです。公開期限が過ぎても副本は随時ダウンロード可

能です。 
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第8章 付帯申請の追加 

 

確認申請と同時期に提出する付帯申請の設定方法を把握します。 

1. 付帯申請のツリー構造イメージ 

フラット３５等の付帯申請は、確認申請の入

力前に設定した「物件」の中に、右図のよう

に追加していきます。 

 

これを踏まえて、本システムの操作画面を

ごらんください。 

 

 

 

 

2. 物件一覧画面の概要 

 

 

 

 

 

※説明のため図を簡略化しています。 

物件選択 

〉印のついた物件の

内容が下段に表示 

物件追加 

新規物件の追加（下段の［申請書作

成］ボタンとの使い分けに注意） 

申請書作成 

選択した物件に対する付帯申請の追加 

（上段の［新規追加］ボタンは、別の物件に対する

確認申請や付帯申請の追加の際に利用） 

物件複製 

物件追加の際、既存データを

流用する場合に利用 

ナビゲーションメニュー 

選択した物件の内容を表示 

( )内の数値は作成した申請の数 
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ボタン名 説明 

 

・別物件を追加する際、どの申請から入力開始するかを選択します。 

・既存の入力データは使わず、白紙の状態からの入力となります。 

・本マニュアルでは「基準法」の入力から開始する説明としていますが、例

えば［物件追加］で［フラット 35］を選択した場合、フラット 35を先に

入力し、基準法の入力を後回しにすることができます。その場合、基準法

の入力は［申請書作成］から行います。 

 

・別物件を追加する際、既存の入力データを下敷きにし、どの申請から入力

開始するかを選択します。 

・例えば、既存のフラット 35のデータを下敷きにして別物件の基準法のデ

ータを作成する場合は、下図のような設定となります。 

 

 

・同じ物件内の別申請として、どの申請を入力するかを選択します。 

・既存の入力データの最新情報が反映した状態から入力を開始することが

できます。 

・基準法では、工作物を建築物と同じ物件内に作成することはできません。

工作物申請は、［物件追加］により建築物とは別物件として作成します。 

（※プルダウンの内容は実際の表示と異なる場合があります） 

 
既に入力済みの確認申請に対する付帯申請には［申請書作成］を使います。 

［物件追加］により付帯申請を入力すると、確認申請と付帯申請が別物件になってしまいます。 
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第9章 フラット 35関係申請 

 

確認申請の入力後に行う、フラット３５関係申請の入力方法を把握します。 

1. 設計検査申請書作成 

①物件一覧画面から、該当する物件を選択します。 

 

②画面下段から［申請書作成］をクリックし、「フラット３５」を選択します。 

 

（※プルダウンの内容は実際の表示と異なる場合があります） 

 

 
画面上段の［物件追加］と［物件複製］にも「フラット３５」があります 

が、既に入力した確認申請と同一物件の場合、こちらは利用しない 

でください。［物件追加］［物件複製］は、既に入力した確認申請とは 

別物件についてフラット３５から入力開始する場合に利用します。 
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③［申請書作成］画面で必要事

項を入力し、［作成］をクリック

します。 

 

 

 

 

 

項目名 説明 

表示名 本システムのナビゲーションメニュー内で探しやすくするために入力しま

す。［表示名変更］ボタンにより、あとでいつでも修正でき、申請書にも反

映しません。 

種別、住宅の種類、 

検査種別 

現在、ご利用可能な申請書は「新築」・「一戸建住宅」の設計、中間、竣工の

みです。これ以外の申請書は［フラット３５］でなく［他業務］から申請して

ください。 

申請方式 入力方式とは、申請様式（カガミ）を本システムで作成する方式です。 

添付方式とは、別途作成済みの申請様式を利用する方式です。 

「新築－一戸建住宅」に限り選択可能で、それ以外の場合は自動的に添付

方式となります。選択可能な場合、通常は入力方式を選択します。 

 

④確認画面で［はい］をクリック

します。 

 

 

 

⑤入力画面が表示されます。確認申請と共通の項目は、入力済みの状態となっています。 
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［編集開始］をクリックし、必要事項を入力していきます。 

 

 

 

⑥［保存］をクリックします。 

 

⑦［申請書 PDF作成］をクリックします（クリック後、処理にしばらく時間がかかります）。 

 

 

 

  

 
・確認申請と共通の項目は、確認申請のデータとはリンクしていません。面積値変更などの修

正が発生した場合は、それぞれの申請で修正を反映する必要があります。 

 
・［申請書ＰＤＦ作成］ボタンは、［申請方式］を入力方式とした場合のみ表示されます。ボタン

が表示されていない場合は、この手順を飛ばしてください。 
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⑧入力データをもとに、設計検査申請書（設計内容説明書を含む）が生成されます。（［申請

書作成画面］の選択状況により、生成される文書は異なります） 

 
［ダウンロード］により、ｐｄｆファイルの内容を参照することができます。 

⑨［編集開始］をクリックし、提出すべき書類、図面のファイルを、ドラッグアンドドロップ又

は［追加］ボタンによりファイル一覧に追加していきます。 

 

⑩［保存］をクリックします。 

以上で設計検査申請に必要なデータの物件情報への登録が完了です。 

⑪申請実行以降の操作は、確認申請書と同様です。 

第４章 ４．申請実行～第７章 確認済証と副本の受け取りをご参照ください。 

  



49 

2. 設計検査申請書追加 

確認申請１本に対し、フラット３５設計審査申請を複数提出する場合の操作について補足します。 

①物件一覧画面から該当する物件を選択して［申請書作成］-［フラット３５］と進み、［申請

書作成］画面を表示します。 

 

既に設計検査申請のデータが存在する場合、［表示名］から［別棟追加］を選択します。 

 

②必要事項を選択し、［作成］をクリックします。 

 

以降の操作は１．設計検査申請書作成と同様です。 

 

 

 

［表示名］の［継続申請］は、既存の設計検査申請に続く中間現場検査や竣工現

場検査を作成する際に利用します。 
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第10章 住宅性能評価申請 

 

確認申請の入力後に行う、住宅性能評価申請の入力方法を把握します。 

1. 住宅性能評価申請書作成 

①物件一覧画面から、該当する物件を選択します。 

 

②画面下段から［申請書作成］をクリックし、［住宅性能評価］を選択します。 

 

（※プルダウンの内容は実際の表示と異なる場合があります） 

 

 

 
・画面上段の［物件追加］と［物件複製］にも「住宅性能評価」があり 

ますが、確認申請の入力データと紐づける場合、こちらは利用し 

ないでください。［物件追加］［物件複製］は、既に入力した確認申 

請とは別物件として入力する場合に利用します。 
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③［申請書作成］画面で必要事

項を入力し、［作成］をクリッ

クします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

項目名 説明 

表示名 本システムのナビゲーションメニュー内で探しやすくするために入力しま

す。［表示名変更］ボタンにより、あとでいつでも修正でき、申請書にも反

映しません。 

住宅の種類、 

評価の種類 

現在、ご利用可能な申請書は「一戸建住宅（住居専用）」の設計、変更設

計、建設及び変更建設のみです。（共同住宅は添付方式） 

申請方式 通常は入力方式を選択します。 

申請様式（カガミ）を本システムで作成する場合は入力方式、別途作成済

みの場合は添付方式となります。一戸建住宅の場合に限り選択可能で、

共同住宅等の場合は自動的に添付方式が選択されます。 

 

④確認画面で［はい］をクリック

します。 

 

 

 

⑤入力画面が表示されます。確認申請と共通の項目は、入力済みの状態となっています。 

 

［編集開始］をクリックし、必要事項を入力していきます。 
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⑥［保存］をクリックします。 

 

⑦［申請書 PDF作成］をクリックします（クリック後、処理にしばらく時間がかかります）。 

 

 

 
・確認申請と共通の項目は、確認申請のデータとはリンクしていません。面積値変更などの修

正が発生した場合は、それぞれの申請で修正を反映する必要があります。 

 
・［申請書ＰＤＦ作成］ボタンは、［申請方式］を入力方式とした場合のみ表示されます。ボタン

が表示されていない場合は、この手順を飛ばしてください。 
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⑧入力データをもとに、設計住宅性能評価申請書（設計内容説明書を含む）が生成されま

す（［申請書作成画面］の選択状況により、生成される文書は異なります）。 

 

［ダウンロード］により、ｐｄｆファイルの内容を参照することができます。 

⑨［編集開始］をクリックし、提出すべき書類、図面のファイルを、ドラッグアンドドロップ又

は［追加］ボタンによりファイル一覧に追加していきます。 

 
⑩［保存］をクリックします。 

以上で住宅性能評価申請に必要なデータの物件情報への登録が完了です。 

⑪申請実行以降の操作は、確認申請書と同様です。 

第４章 ４．申請実行～第７章 確認済証と副本の受け取りをご参照ください。 
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2. 住宅性能評価申請書追加 

確認申請１本に対し、住宅性能評価申請を複数提出する場合の操作について補足します。 

①物件一覧画面から該当する物件を選択して［申請書作成］-［住宅性能評価］と進み、［申

請書作成］画面を表示します。 

 

既に住宅性能評価のデータが存在する場合、［表示名］から［別棟追加］を選択します。 

 

②必要事項を選択し、［作成］をクリックします。 

 

以降の操作は１．住宅性能評価申請書作成と同様です。 

 

 

［表示名］の［継続申請］は、既存の設計住宅性能評価申請に続く変更申請や建

設住宅性能評価申請を作成する際に利用します。 
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第11章 省エネ適判 

 

確認申請の入力後に行う、省エネ適判の入力方法を把握します。 

1. 計画書作成 

①物件一覧画面から、該当する物件を選択します。 

 

②画面下段から［申請書作成］をクリックし、［省エネ適判］を選択します。 

 

（※プルダウンの内容は実際の表示と異なる場合があります） 

 

 
・画面上段の［物件追加］と［物件複製］にも「省エネ適判」がありま 

すが、確認申請の入力データと紐づける場合、こちらは利用しな 

いでください。［物件追加］［物件複製］は、既に入力した確認申請 

とは別物件として入力する場合に利用します。 
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③［申請書作成］画面で必

要事項を入力し、［作

成］をクリックします。 

（以下「計画」を選択した例

を示します。） 

 

項目名 説明 

表示名 本システムのナビゲーションメニュー内で探しやすくするために入力します。［表

示名変更］ボタンにより、あとでいつでも修正でき、申請書にも反映しません。 

申請種別 計画 省エネ適判（新規） 一般の 

建築物 計画変更 省エネ適判（計画変更） 

計画軽微変更該当証明（ルートＣ） 軽微変更該当証明申請 

計画通知 省エネ適判（新規） 国等の 

建築物 計画変更通知 省エネ適判（計画変更） 

計画通知軽微変更該当証明（ルートＣ） 軽微変更該当証明申請 

 

④入力画面が表示されます。確認申請と共通の項目は、入力済みの状態となっています。 

 

［編集開始］をクリックし、必要事項を入力していきます。 

入力方法の詳細は、「E01 NICE 電子申請操作マニュアル 申請機能・省エネ適判編」を

ご参照ください。 

 
［作成］をクリック後は［申請種別］の変更ができませんので、お間違えのないように選択して

ください。 
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⑤設計内容説明書まで入力後、［保存］をクリックします。なお、第五面-別紙は項目表示専

用で入力できませんので、別途ＰＤＦファイルにより作成のうえ、後掲⑧の操作で追加し

てください。 

 

⑥［申請書ＰＤＦ作成］をクリックします（クリック後、処理にしばらく時間がかかります）。 

 

⑦入力データをもとに、省エネ適判計画書が生成されます（［申請書作成画面］の選択状況

により、生成される文書は異なります）。 

 

 
・確認申請と共通の項目は、確認申請のデータとはリンクしていません。面積値変更などの修

正が発生した場合は、それぞれの申請で修正を反映する必要があります。 



58 

［ダウンロード］により、ｐｄｆファイルの内容を参照することができます。 

⑧［編集開始］をクリックし、提出すべき書類、図面のファイルを、ドラッグアンドドロップ又

は［追加］ボタンによりファイル一覧に追加していきます。第五面別紙もここで追加しま

す。 

 

⑨［保存］をクリックします。 

以上で省エネ適判に必要なデータの物件情報への登録が完了です。 

⑩申請実行以降の操作は、確認申請書と同様です。 

第４章 ４．申請実行～第７章 確認済証と副本の受け取りをご参照ください。 

2. 省エネ適判追加 

確認申請１本に対し、省エネ適判を複数提出する場合の操作について補足します。 

①物件一覧画面から該当する物件を選択して［申請書作成］－［省エネ適判］と進み、［申請

書作成］画面を表示します。 

 

既に省エネ適判のデータが存在する場合、［表示名］から［別棟追加］を選択します。 

 

 

［表示名］の［継続申請］は、既存の省エネ適判に続く計画変更や軽微変更該当

証明申請を作成する際に利用します。 
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②必要事項を選択し、［作成］をクリックします。 

 

以降の操作は、１．計画書作成と同様です。 

3. 軽微変更該当証明申請書作成 

①物件一覧画面から該当する物件を選択して［申請書作成］－［省エネ適判］と進み、［申請

書作成］画面を表示します。 

 

②「継続申請」のプルダウンから申請対象とするものを選択し、［申請種別］から「計画軽微

変更（ルートＣ）」を選択して［作成］をクリックします。 

 

以降の操作は、１．計画書作成と同様です。
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第12章 他業務 

 

確認申請の入力後に行う、他業務（長期優良・低炭素・BELS・東京ゼロエミ・住宅性能証明・

法適合等）の入力方法を把握します。 

1. 他業務の作成 

①物件一覧画面から、該当する物件を選択します。 

 

②画面下段から［申請書作成］をクリックし、「他業務」を選択します。 

 
（※プルダウンの内容は実際の表示と異なる場合があります） 

 

 
・画面上段の［物件追加］と［物件複製］にも「他業務」があります 

が、確認申請の入力データと紐づける場合、こちらは利用しないで 

ください。［物件追加］［物件複製］は、既に入力した確認申請とは 

別物件として入力する場合に利用します。 
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③［申請書作成］画面で［申請

種別］から該当するものを

選択し、［作成］をクリックし

ます。 

 

ここでは「低炭素」を選択し

ています。 

 

（※プルダウンの内容は実際の表示と異なる場合があります） 

 

④入力画面が表示されます。 

 

［編集開始］をクリックし、［申請日］を入力します。 

⑤［ファイル一覧］画面に切り替え、提出すべき書類、図面のファイルを、ドラッグアンドドロ

ップ又は［追加］ボタンによりファイル一覧に追加していきます。 

 

⑥［保存］をクリックします。 

以上で他業務の申請に必要なデータの物件情報への登録が完了です。 

⑦申請実行以降の操作は、確認申請書と同様です。 
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第４章 ４．申請実行～第７章 確認済証と副本の受け取りをご参照ください。 
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第13章 検査申請 

 

各種検査申請に必要なデータを物件情報に登録し、申請します。 

1. 基準法 検査申請書作成と申請 

①物件一覧画面から、該当する物件を選択します。 

 

②画面下段から［申請書作成］をクリックし、「基準法」を選択します。 

 

（※プルダウンの内容は実際の表示と異なる場合があります） 

 

 

③［申請書作成］画面で「中

間」又は「完了」を選択し、

［作成］をクリックします。 

 

 

  

 
画面上段の［物件追加］と［物件複製］にも「基準法」がありますが、 

既に入力した確認申請と同一物件の場合、こちらは利用しないで 

ください。［物件追加］［物件複製］は、既に入力した確認申請とは 

別物件について検査申請から入力開始する場合に利用します。 
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④［編集開始］をクリックし、第一面～第三面を入力します。 

 

入力方法の詳細は、「K0４申請機能・基準法編別冊_検査申請書入力編」をご参照ください。 

⑤［保存］をクリックします。 

 

⑥［申請書 PDF作成］をクリックします（クリック後、処理にしばらく時間がかかります）。 

入力データをもとに、検査申請書が生成されます（［申請書作成画面］の選択状況により、

生成される文書は異なります）。 
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⑦画面が［ファイル一覧］に切り替わります。 

［ダウンロード］により、ｐｄｆファイルの内容を参照することができます。 

 

 

⑧［編集開始］をクリックし、提出すべき書類、図面のファイルを、ドラッグアンドドロップ又

は［追加］ボタンによりファイル一覧に追加していきます。 

 

表右側の ボタンにて、表内にチェックを入れた行の並び順を変更できます。 

⑨検査申請書の第四面もここで追加します。 

 

 
・検査申請書の第四面（工事監理の状況）は自動生成されませんので、あらかじめＰＤＦファイ

ルでご用意いただき、次項の操作で登録してください。 
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⑩［保存］をクリックします。 

 
以上で検査申請に必要なデータの物件情報への登録が完了です。 

⑪［申請］をクリックします（実際にはまだ当機関に送信されません）。 

 

⑫事前相談画面に必要事項を入力します。 

 

 

 
 
・ファイル名は、「申請書第四面.pdf」などわかりやすいものとしてください。 

 

 

 

 



67 

 

項目名 説明 

署名方法 「署名方法」とは本申請の方法を意味します。以下のとおり表現します。 

・直接本申請の場合・・・・・・・・・・☑電子申請（☑事前相談なし） 

・事前相談後に電子申請予定の場合・・・☑電子申請（□事前相談なし） 

・事前相談後に書面申請予定の場合・・・☑紙申請 

受取方法 検査済証の受取方法を選択します。電子交付を選択した場合、検査済証は本シ

ステムからダウンロードすることにより受け取ります。 

⑬ここでは直接本申請として操作

を進めます。［申請書類選択］の

□文書名にチェックを入れ、すべ

ての文書にチェックが入ってい

ることを確認して［申請］をクリ

ックします。 

 

 

 

 

 

 

⑭ファイル一覧画面に戻り、チャットエリアに手続内容が反映します。 

 

⑮［戻る］をクリックし、物件一覧に戻ります。以上で申請が完了です。 

 
・［申請］のクリックにより、（確認画面は表示されずに）直ちに当機関に送信されます。 

・誤って送信してしまった場合は、当機関が受信する前であれば取り消し可能です。 
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2. 合格証・検査済証交付連絡 

①当機関による検査が終了し、中間検査合格証又は検査済証が交付され次第、 

交付された旨のお知らせメールが届きます。 

②物件一覧を表示し、［申請状況］に「審査終了」と表示されているのを確認します。 

 

③物件一覧の［合格証受取方法］の表示内容に従って中間検査合格証又は検査済証をお

渡しします。 

 
合格証受取方法は、確認済証と同様です。 

第７章 確認済証と副本の受け取りをご参照ください。 
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3. フラット 35中間現場検査申請書作成 

①物件一覧画面から該当する物件を選択し、画面下段から該当する申請を選択した状態

で、［申請書作成］－「フラット３５」と進みます。 

 

（※プルダウンの内容は実際の表示と異なる場合があります） 

②［申請書作成］画面で必要事項を入力

し、［作成］をクリックします。 

 

 

 

 

 

 

項目名 説明 

表示名 ［継続申請］は、既に入力済みのフラット３５関係申請に引き続き、同じ棟

に係る次の申請として中間又は竣工現場検査申請入力時に選択します。 

［別棟追加］は、新たな棟に係る申請を追加する場合に選択します。 

申請方式 入力方式とは、申請様式（カガミ）を本システムで作成する方式です。 

添付方式とは、別途作成済みの申請様式を利用する方式です。 

「新築－一戸建住宅」に限り選択可能で、それ以外の場合は自動的に添付

方式となります。選択可能な場合、通常は入力方式を選択します。 
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③確認画面で［はい］をクリッ

クします。 

 

 

④フラット 35中間現場検査申請書の入力画面が表示されます。 

 

続く操作手順は「１．基準法 検査申請書作成」「２．合格証・検査済証交付連絡」と同様で

す。 

 



 

第14章 こんなときは 

 

 

操作がうまくいかない 

Ｑ 申請書の入力画面に入力できない、又はファイルを追加できない。 

Ａ ［編集開始］をクリックしてください。 

Ｑ 編集開始ボタンがクリックできない。 

Ａ 申請後は編集に制限がかかりますので、当機関からの補正依頼連絡等をお待ちください。 

なお、［申請取消］を実行すると再度編集可能となります。［申請取消］は当機関が申請を受信

するまでの間、実行可能です。 

Ｑ 申請ボタンがクリックできない。 

Ａ ［申請］の前に［保存］をクリックしてください。 

Ｑ ファイル一覧の文書の一部しか本申請できない。 

Ａ 本申請前に事前補正を行った場合、本システムでは、最終の補正で送信した文書が本申請の対

象文書として扱われます。 

例えば最終の補正で１ファイルしか送信しなかった場合、本申請画面には１ファイルしか表示

されません。この場合は、当機関の操作により一旦事前補正段階に戻す必要がありますので、

チャットエリアよりその旨を当機関にお知らせください。 

Ｑ 試しに作った物件が削除できない。 

Ａ 作成した確認申請などのデータをすべて削除すれば、自動的に物件も削除されます。ただし、

一度でも申請操作を行ったデータは削除ができません。 

Ｑ 物件名に外字を使いたい。 

Ａ 外字には対応していませんので、パソコンで入力できる代替漢字を使ってください。 

Ｑ ログインＩＤを忘れてしまった。 

Ａ 利用者登録が完了した旨のお知らせメールに記載がありますのでご参照ください。お知らせメ

ールが見つからない場合は、社員管理権限をお持ちのユーザーに依頼し、［社員管理］メニュ

ーからご参照いただくことができます。 

Ｑ ログイン用のパスワードを忘れてしまった。 

Ａ ログイン画面の［パスワードをお忘れの方はこちら］により、パスワードを再設定してくださ

い。詳細は「第２章 ３．パスワードをお忘れのときは」をご参照ください。 

  



 

Ｑ ログイン用のパスワードを変更したい。 

Ａ メインメニューから［ユーザー情報］を選択し、ユーザー情報画面左下の［パスワード変更］

によりいつでも変更できます。 

 

連絡が来ない 

Ｑ ユーザー登録申請後のお知らせが届かない。 

Ａ メールアドレスの入力に誤りがあった可能性がありますので、当機関までお問合せください。 

Ｑ ユーザー登録申請後のお知らせは届いたが、ログイン IDのメールが届かない。 

Ａ 当機関での承認処理が完了後に届きます。承認処理には数日かかる場合がありますので、お急

ぎの際は当機関までお問い合わせください。 

 

 

その他 

Ｑ 物件一覧画面に表示される「申請状況」の意味がわからない。 

Ａ 申請状況は手続がどこまで進んでいるかを示す情報で、赤文字となっている場合はお客様の操

作待ちであることを示します。詳細は後掲「申請状況一覧」をご参照ください。 

Ｑ 物件一覧画面から物件が消えた。 

Ａ 物件一覧画面の［物件検索］をクリックし、物件検索画面左下の［非表示物件のみ］にチェッ

クを入れて［検索］をクリックします。消えた物件が見つかったら、それを選択して［表示］

をクリックしてください。［物件検索］－［非表示物件のみ］のチェックを外して［検索］を

クリックすると消えた物件が復元します。 

消えた物件が見つからなかった場合は、入力後１年以上経過して表示対象外になっていると考

えられます。この場合、物件検索画面で［条件クリア］をクリックすることで消えた物件が表

示されます。 

  



 

申請状況一覧 
 

手続段階 

［申請状況］ 

の表示※注１ 意  味 

お客様に 

よる編集 

事前相談 

（空欄） 本システムに入力後、申請を実行していない 可 

（空欄） 申請を実行したが、当機関で受信せずに却下 可 

事前相談送信中 申請を実行後、当機関が受信していない 不可※注２ 

事前相談中 申請を実行後、当機関が受信した 不可 

事前補正 

事前補正依頼中 当機関より補正依頼が届いている 可 

事前補正送信中 補正の申請を実行後、当機関が受信していない 不可※注２ 

事前相談中 機関側が補正の申請を受信した状況 不可 

本申請 

正本依頼中 当機関より本申請依頼が届いている 不可 

本申請送信中 本申請を実行後、当機関が受信していない 不可 

本申請受信中 本申請を実行後、当機関が受信した 不可 

審査中 当機関が本申請を受信後、さらに受理した※注３ 不可 

補正 

補正依頼中 当機関より補正依頼が届いている 可 

補正送信中 補正の本申請を実行後、当機関が受信していない 不可※注２ 

補正受信中 補正の本申請を実行後、当機関が受信した 不可 

審査中 当機関が補正の本申請を受信後、さらに受理した※注３ 不可 

済証交付 審査終了 当機関による本システムの処理が完了した 不可 

その他 取下げ 取下げにより当機関による本システムの処理が完了した 不可 

 

注１ 申請状況が「事前補正依頼中」「正本依頼中」「補正依頼中」の場合は画面に赤文字で表示され、

お客様側の操作待ちであることを示します。 

注２ 申請状況が「事前相談送信中」「事前補正送信中」「補正送信中」の場合は、履歴画面にある「申

請取消」ボタンをクリックしていただくと、申請内容の編集が可能になります。 

注３ 本申請後、当機関の操作には「受信」と「受理」があり、「受理」のほうが手続が進んでいること

を示します。 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


